
一
頁

政
令
第
百
二
十
七
号

地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
同
法
附

則
第
四
十
条
並
び
に
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
十
四
条
の
四
第
三
項
第
三
号
及
び
第
四
百
六

十
七
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
の
九
の
二
第
一
項
中
「
又
は
同
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
同
号
に
規
定
す
る
加
熱
式
た
ば
こ
の

重
量
を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
す
る
場
合
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
十
四
条
の
四
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
七

十
四
条
の
四
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
七
十
四
条
の
四
第
三
項
第
三
号
」
を
「
第
七
十
四
条
の
四
第
三

項
第
二
号
」
に
、
「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
号
）
附
則
第
四
十
八
条
第
一
項
第
二
号

に
定
め
る
」
を
「
た
ば
こ
税
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
五

項
中
「
第
七
十
四
条
の
四
第
三
項
第
三
号
」
を
「
第
七
十
四
条
の
四
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
七
十
四

条
の
四
第
三
項
第
三
号
イ
」
を
「
第
七
十
四
条
の
四
第
三
項
第
二
号
イ
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
を
削
り
、
同
条
第
八
項
を
同



二
頁

条
第
七
項
と
す
る
。

第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
又
は
同
条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
同
号
に
規
定
す
る
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量

を
紙
巻
た
ば
こ
の
本
数
に
換
算
す
る
場
合
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
百
六
十
七
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
四
百
六

十
七
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
百
六
十
七
条
第
三
項
第
三
号
」
を
「
第
四
百
六
十
七
条
第
三
項
第

二
号
」
に
、
「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
号
）
附
則
第
四
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
定

め
る
」
を
「
た
ば
こ
税
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
四
百
六
十
七
条
第
三
項
第
三
号
」

を
「
第
四
百
六
十
七
条
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
百
六
十
七
条
第
三
項
第
三
号
イ
」
を
「
第
四
百
六

十
七
条
第
三
項
第
二
号
イ
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
を
削
り
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
七
項
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
九
条
の
九
の
二
第
四
項
の
改
正
規
定
（
「

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
号
）
附
則
第
四
十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
」
を
「

た
ば
こ
税
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第



三
頁

五
十
三
条
の
二
第
四
項
の
改
正
規
定
（
「
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
号
）
附
則
第
四

十
八
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
」
を
「
た
ば
こ
税
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る

。
）
並
び
に
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
道
府
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
号
。
次
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
、
平
成
三
十
三
年
十
一
月
一
日
後
に
そ
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に

お
け
る
地
方
税
法
施
行
令
第
三
十
九
条
の
十
四
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
号
中
「
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
期
限
又
は
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
納
付
す
べ
き
税
額
に
係
る
地
方
税
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
号
）
附
則
第
十
三
条
第
五
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ

の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
）
」
と
す
る
。

（
市
町
村
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３

改
正
法
附
則
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
、
平
成
三
十
三
年
十
一
月
一
日
後
に
そ
の
提

出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
地
方
税
法
施
行
令
第
五
十
三
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
号
中
「
次
に
掲



四
頁

げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
期
限
又
は
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
納
付
す
べ
き
税
額
に
係
る
地
方

税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
号
）
附
則
第
二
十
六
条
第
五
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が

あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
）
」
と
す
る
。



五
頁

理

由

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
地
方
の
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て
、
所
要

の
規
定
の
整
理
を
行
う
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


